
令和元年度 松浪地区まちぢから協議会 第７回 運営委員会 次第 

 

日時 令和元年１１月２０日（水）９：３０～    

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２   

 

令和２年度からの環境指導員制度について（環境事業センター） 

 

 

１ 開会（植松会長） 

 

 

２ 議事 

（１）市民集会議事録について 

 

（２）松浪地区防災訓練について（報告） 

 

（３）賀詞交歓会について 

 

（４）視察研修について 

 

（５）役員の改選について 

 

(６) その他 

 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

 

６ 自治会館の管理運営について 

 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

 

１０ 会計からの報告 

 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会 

 



(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会 

 

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ 

 

(５) 松浪地区体育振興会 

 

(６) 松浪地区スポーツ少年団 

 

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 環境指導員 

 

(１７) 浜竹一丁目自治会 

 

(１８) 浜竹二丁目自治会 

 

(１９) 浜竹三丁目自治会 

 

(２０) 浜竹四丁目自治会 

 

(２１) 松浪一丁目自治会 

 

(２２) 松浪二丁目自治会 

 

(２３) 富士見町自治会 



 

(２４) LG富士見町自治会 

 

(２５) 常盤町自治会 

 

(２６) 緑が浜自治会 

 

(２７) 汐見台自治会 

 

(２８) 出口町自治会 

 

(２９) ひばりが丘自治会 

 

(３０) 美住町自治会 

 

（３１）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

別紙のとおり（総会資料事業計画等資料を参照） 

 

１４ 閉会 

 

 

次回運営委員会：令和元年１２月１８日（水） 

 



平成30年12月12日現在

茅ヶ崎市役所関係
所属 役　　職 氏　　名 出欠

1 1 茅ヶ崎市長 佐藤　光
2 2 茅ヶ崎市副市長 夜光　広純
3 3 茅ヶ崎市副市長 山﨑　正美
4 4 教育長 神原　聡
5 5 茅ヶ崎市　総務部 部長 秋津　伸一
6 6 茅ヶ崎市　市民安全部 部長 添田　信三
7 7 茅ヶ崎市　福祉部 部長 熊澤　克彦
8 8 茅ヶ崎市　教育推進部 部長 中山　早恵子
9 9 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 課長 富田　雄也
10 10 茅ヶ崎市　教育委員会教育推進部社会教育課 小和田公民館　担当課長 山田　佳世恵
11 11 茅ヶ崎市消防署警備第一課小和田出張所 所長 小田島　篤
12 12 茅ヶ崎市消防署警備第二課小和田出張所 所長 岸　研二
13 13 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 課長補佐 永倉　政宏
14 14 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 担当主査 小松　浩幸
15 15 茅ヶ崎市　総務部市民自治推進課 副主査 忠隈　厚志

茅ヶ崎市議会
16 1 茅ヶ崎市議会 議員 広瀬　忠夫 ○
17 2 茅ヶ崎市議会 議員 水本　定弘 ○

茅ヶ崎市社会福祉協議会

18 1 社会福祉法人　茅ヶ崎市社会福祉協議会　松浪地区担当 担当 長谷川　恵理子 ○

松浪地区まちぢから協議会　委員

19 1 推薦委員 植松　伸擴 ○ － －
20 2 浜竹一丁目自治会 会長 中井　汎 ○ 副会長 柳下　昇
21 3 浜竹二丁目自治会 会長 前田　積 ○ なし －
22 4 浜竹三丁目自治会 会長 杉本　誠 ○ なし －
23 5 浜竹四丁目自治会 会長 野津手　静郎 ○ 副会長 柳生　順一
24 6 松浪一丁目自治会 会長 白石　壽明 ○ 副会長 小海　和重
25 7 松浪二丁目自治会 会長 長谷川　清 ○ 副会長 立石　康夫
26 8 富士見町自治会 会長 野村　純二 ○ 副会長 鶴崎　洋二
27 9 LG富士見町自治会 会長 辻　俊子 ○ － －
28 10 常盤町自治会 副会長 原屋敷　典子 ○ － －
29 11 緑が浜自治会 会長 刈間　昌仁 ○ 副会長 前田　英明
30 12 汐見台自治会 会長 松井　教 ○ 副会長 谷口　哲
31 13 美住町自治会 会長 朝岡　通光 ○ 副会長 大内 和史
32 14 出口町自治会 会長 荒牧　喬平 ○ 副会長 五十嵐　優子
33 15 ひばりが丘自治会 副会長 髙橋　雄二 × － －

松浪地区まちぢから協議会　委員
所属 役職 氏　　名 出欠 － －

34 1 松浪地区社会福祉協議会 会長 坂井　修一 ○
35 2 松浪地区民生委員・児童委員協議会 高田　陽子 ○
36 3 松浪地区老人クラブ連合会 会長 大曽根　修一 ×
37 4 松浪地区地域包括支援センターさざなみ 管理責任者 川原　博美 ○ 福祉相談員 赤坂　真生
38 5 松浪小学校区青少年育成推進協議会 監査 大類　ひさ枝 ○
39 6 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 会長 小野江　達人 ○
40 7 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 会長 中東　恵子 ○
41 8 松浪地区体育振興会 副会長 新倉　哲也 ○
42 9 松浪地区スポーツ少年団 会長 櫻井　武一 ○
43 10 松浪中学校ＰＴＡ 会長 乃村　美穂 ○
44 11 松浪小学校ＰＴＡ 会長 新井　昭子 ○
45 12 緑が浜小学校ＰＧＴ 副会長 難波　美奈子 ○
46 13 汐見台小学校ＰＴＡ 会長 中川　淳 ×
47 14 松浪学区子ども会連合会 会長 塩見　愛 ×
48 15 食生活改善推進団体 会員 菊池　紀子 ○
49 16 環境指導員 地区代表 石橋　幸弘 ×
50 17 公募委員 川田　昌子 ○
51 18 公募委員 加藤　敦子 ○
52 19 広報委員 平松　民平 ○
53 20 広報委員 北村　嘉秀 ×

学校関係
54 1 茅ヶ崎市立　松浪小学校 校長 國分　一哉 ○
55 2 茅ヶ崎市立　松浪小学校 教頭 平木　恵美 ○
56 3 茅ヶ崎市立　松浪中学校 校長 亀田　春彦 ○
57 4 茅ヶ崎市立　松浪中学校 教頭 森井　康匡 ○
58 5 茅ヶ崎市立　緑が浜小学校 校長 西片　尚之 ○
59 6 茅ヶ崎市立　緑が浜小学校 教頭 小野　範子 ○
60 7 茅ヶ崎市立　汐見台小学校 校長 松下 文彦 ○
61 8 茅ヶ崎市立　汐見台小学校 教頭 柴田　貴行 ○
62 9 茅ヶ崎市立　浜須賀中学校 校長 長田　清司 ○
63 10 茅ヶ崎市立　浜須賀中学校 教頭 堀越　重良 ○
64 11 学校法人　平和学園 理事長 山口洋一郎 ×

二人目

平成31年賀詞交歓会　案内状送付リスト及び出席予定者　（参考）

二人目



司　会

中井会長 熊澤部長 添田部長 秋津部長 植松会長 中山部長 山田担当課長 前田顧問
（浜竹一） （福祉部） （市民安全部） （総務部長） （まちぢ） 佐藤市長 （小和田公民館） （緑が浜）

松井会長 前田会長 亀田校長  杉本会長 長本副会長
（汐見台） （浜竹二） （松浪中）  （浜竹三） （緑小推進協）

大内副会長 谷口副会長 小野江会長 山﨑副市長 作道教頭 河村副会長
（美住町） （汐見台） （緑小推進協） （松浪中）

水本議員 飯塚副会長 広瀬議員 神原教育長 乃村会長 伊藤副会長 山川会長
（市議員） （地区社協） （市議会） （松浪中ＰＴＡ） （緑が浜小ＰＧＴ） （緑が浜小ＰＧＴ）

小田島所長 白石会長 富田課長 土岐副会長 長谷川会長 鶴崎副会長 野村会長 森管理者 丸本委員
（小和田消防署） （松浪一） （市民自治推進課） （松浪二丁目） （松浪二丁目） （富士見町） （富士見町） （さざなみ） （さざなみ）

石井校長 菊池委員 小海副会長 永倉課長補佐 平木校長 末松会長 小林校長 荒牧会長 新倉副会長
（汐見台小） （食改） （松浪一） （市民自治推進課） （松浪小） （浜四） （浜須賀中） （出口町） 体育振興会）

柴田教頭 原屋敷副会長 辻会長 小松担当主査 長坂教頭 柳生副会長 堀越教頭 瀧川副会長  前園委員
（汐見台小） （常盤町） （ＬＧ富士見町） （市民自治推進課） （松浪小） （浜四） （浜須賀中） （出口町） （体育振興会）

小松会長 中東会長 大類監査 忠隈副主査 木下副会長 田中会長 平松委員 北村委員 川田委員
（汐見台小推進協） （松小青推協） （市民自治推進課） （松浪小PTA） （ひばりが丘） （広報） （広報） （公募）

 

至調理室 鏡側

朝岡会長
（美住町）

加藤委員
（公募）

大曽根会長
（老人クラブ）

（浜竹三）

夜光副市長

Ａ　８名　

坂井会長高田委員
（民児協）

柳下副会長
（浜竹一）

（地区社協）

入口

荷物置き

窓側(参考)平成31年松浪地区賀詞交歓会　席次表 花

フリースペースエレベーター

F　８名 G　８名 H　８名

※ダンス披露は１Ｆのフリースペース

刈間会長
（緑が浜）（教育推進部）

J　７名

岸所長
（小和田消防署）

（汐見台小PTA）

荷物置き

西片校長　

　　　E　７名　（緑が浜小）

　　小野教頭
　（緑が浜小）

Ｄ　７名B　７名 　　Ｃ　７名

長谷川さん

　　I　８名

（市社協）

 
 

受
 

 
付

 



　さて、恒例の松浪地区賀詞交歓会を次のとおり開催いたします。ご多忙のことと存じます

令和1年11月14日

茅ヶ崎市長

松浪地区まちぢから協議会

佐藤　光 様

松浪地区まちぢから協議会
茅ヶ崎市市民自治推進課　忠隈
住所　〒253-8686　茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号
電話　0467-82-1111　内線2412
ＦＡＸ　0467-87-8118
E-mail　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

0

３　会費　２，０００円（当日集金）

４　ご出欠の連絡

　　※誠に恐れ入りますが、１２月１８日（水）までにご連絡をお願い申し上げます。

が、万障お繰り合わせの上、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

１　日時　令和２年１月１１日（土）　１７時から１９時まで

２　場所　松浪コミュニティセンター２階　ホール１・２

　　※１６時５０分から●●○学校生徒による■■■披露を予定しています。

会 長 植 松 伸 擴

松浪地区賀詞交歓会の開催について（案）

　向寒の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

　日頃、松浪地域の住みよいまちづくりのためにご理解とご協力をいただき、心から感謝申

し上げます。



】

松浪地区まちぢから協議会
茅ヶ崎市市民自治推進課　忠隈
住所　〒253-8686　茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号
電話　0467-82-1111　内線2412
ＦＡＸ　0467-87-8118
E-mail　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

２人目氏名【 】 役職 【

】【役職

】茅ヶ崎市　市民安全部

■出席者 】【１人目氏名

令和２年松浪地区賀詞交歓会出席者報告書（案）

１　日時　令和２年１月１１日（土）　１７時から１９時まで

２　場所　松浪コミュニティセンター２階　ホール１・２

３　会費　２，０００円（当日集金）／人

■団体名 【

※ 各団体の出席者は２名様までとさせていただきます。

※ 本通知は、各団体の代表者様にお送りしております。お手数ですが、出席者取りまとめ

　の上、１２月１８日（水）までにご提出をお願いいたします。

※ 松浪地区まちぢから協議会又は茅ヶ崎市役所市民自治推進課まで郵送、メール、FAX等に

　よりご提出ください。

　＜メールアドレス＞　shiminjichi@city.chigasaki.kanagawa.jp

　＜FAX＞　０４６７－８７－８１１８



令和元年度松浪地区まちぢから協議会視察研修について（案） 

 

 

１ 日 時：令和２年２月１９日（水）８時３０分～１７時００分 

 

２ 視察先 

①神奈川県総合防災センター（予定） 

  住所：〒243-0026 神奈川県厚木市下津古下 280 

  電話：046-227-1700 

     ※団体での施設見学（90分）は要予約。 

②昼食（未定） 

  ③JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス（予定） 

    住所：〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1 

    電話：050-3362-3540 

     ※交流棟内展示、屋外ロケットを自由見学可。バス駐車場利用は要予約。 

  ④懇親会等（未定） 

 

３ 移 動：市マイクロバス（予定） 

       ※市マイクロバスは補助席使用し、最大２７名乗車可 

  

４ 視察の主旨  

・地域における防災の取り組みについて調査、研究することを目的として視察を実施

します。 

 

 ５ そ の 他 

 



 

 

令和２年度 松浪地区まちぢから協議会役員等の体制に関する基礎資料 

 

１．松浪地区まちぢから協議会【令和元年度就任時点】 ※次期改選対象が網かけ 

役職名 人数 氏  名 

会長 １ 植松 伸擴（３期２年目） 

※令和２年度は役員不可 

副会長 ２ 前田 積（２期１年目） 末松 一豊（１期１年目） 

会計 ２ 杉本 誠（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

刈間 昌仁（１期１年目） 

書記 ２ 朝岡 通光（２期１年目） 佐々木 睦子（１期１年目） 

監事 ４ 

菊池 紀子（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

櫻井 武一（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

中井 汎（１期１年目） 辻 俊子（１期１年目） 

※議決区分は、総会 

【松浪地区まちぢから協議会規約抜粋】 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。 

 

２．松浪地区まちぢから協議会部会関係【令和元年度就任時点】 

役職名 氏 名 議決区分 備考 

市民安全部部会長 白石 壽明（３年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

市民安全部副部会長 野村 純二（４年目） 部会 ※部会による選任 

防災対策部会部会長 渡邊 勇次（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

防災対策部会副部会長 高橋 一紀（１年目） 部会 ※部会による選任 

自治会長部会部会長 前田 積 （３年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪コミカフェ委員会委員長 小野江 達人（２年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪コミカフェ委員会副委員長 原屋敷 典子（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

松浪自治会館管理運営委員会会計 荒牧 喬平（１年目） 運営委員会 ※次期改選または再任 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪地区まちぢから協議会規約 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 



３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その

職務を行わなければならない。 

・松浪コミカフェ管理運営委員会規約 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会委員が務める）  １名 

(2) 副委員長（協議会委員が務める） １名 ※規約改定済み（R1.5） 

(3) 会計              １名 

２ 前項第１号及び第２号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の運営委員会で承認

を得る。 

３ 前項第３号の役員は、会員の中から選出し、コミカフェ委員会の定例会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

 

３．松浪コミュニティセンター管理運営委員会【令和元年度就任時点】 

役職名 氏 名 備考 

委員長（協議会会長兼務） 植松 伸擴（２期２年目） 

→次期再任の場合（３期１年目） 

 

副委員長（館長） 前田 積（２期１年目）  

副委員長（松浪コミカフェ管理

運営委員会委員長兼務） 

小野江 達人（３期２年目） 

→次期再任の場合（４期１年目） 

 

会計（協議会会計兼務） 杉本 誠（１期２年目） 

→次期再任の場合（２期１年目） 

 

常任委員 朝岡 通光（２期１年目）  

常任委員 佐々木 睦子（１期１年目）  

＊議決区分は総会 

＊委員長及び会計は、松浪地区まちぢから協議会会長及び会計が務める。 

 

【松浪地区まちぢから協議会規約等関係規定の抜粋】 

・松浪コミュニティセンター管理運営委員会規約 

（役員） 

第５条 本会に次の役員を置く。 

(1) 委員長（協議会会長が務める）１名 

(2) 副委員長          ２名 

(3) 会計（協議会会計が務める） １名 

(4) 常任委員          ２名 

２ 前項第２号及び第４号の役員は、協議会の委員の中から選出し、協議会の総会で承認を得る。 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

 



 まちぢから協議会連絡会 令和元年１１月定例会 

                           令和元年１１月１３日（水）開催 

 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼等事項 広報紙掲載 概要等 説明 

１ 教育政策課 「茅ヶ崎市教育大綱

（素案）」パブリック

コメントの実施につ

いて 

有（10 /15号） 

無 

本市における教育施

策の基本となる考え

方を定める「茅ヶ崎

市教育大綱」の素案

をとりまとめたこと

からパブリックコメ

ントを実施している

ことの周知。 

市民自治推進 

課長 

防災対策課 「茅ヶ崎市地域防災

計画（修正素案）」パ

ブリックコメントの

実施について 

有（11 /1 号） 

無 

本市の防災対策をよ

り一層推進するた

め、近年の災害を踏

まえ行われた、国の

計画、報告書やガイ

ドライン等の策定等

を基に「茅ヶ崎市地

域防災計画」の修正

素案をとりまとめた

ことからパブリック

コメントを実施して

いることの周知。 

市民自治推進 

課長 

文書法務課 

文化生涯学習課 

「「（仮称）茅ヶ崎市公

文書等管理条例」の考

え方（案）」パブリッ

クコメントの実施に

ついて 

有（11 /15号） 

無 

行政文書等を適正に

管理し保存するため

のルールとして制定

する「（仮称）茅ヶ崎

市公文書等管理条

例」の案をとりまと

めたことからパブリ

ックコメントを実施

することの周知。 

市民自治推進 

課長 

２ 青少年課 「第３７回茅ヶ崎市

青少年育成のつどい 

青少年指導員まつり」

の回覧依頼について 

有（12 /15号） 

無 

青少年健全育成活動

の一環として、青少

年指導員連絡協議会

が中心となって開催

する青少年指導員ま

つりの周知と回覧依

頼。 

青少年課長 



３ 用地管財課 市役所分庁舎コミュ

ニティホールの利用

停止について 

有（11/15号） 

無 

令和２年度に実施す

る分庁舎空調設備改

修工事の実施に伴い

コミュニティホール

の使用を一定期間停

止することについて

の説明。 

用地管財課長 

４ 福祉政策課 一斉改選に係る民生

委員・児童委員並びに

主任児童委員の委嘱

について 

有（  /   号） 

無 

令和元年１２月１日

の民生委員・児童委

員一斉改選に関し

て、昨年度より各地

区に推薦のご協力い

ただいた候補者への

委嘱が正式に決定し

たことの報告。 

福祉政策課長 

５ 防災対策課 

高齢福祉介護課 

障害福祉課 

避難行動要支援者名

簿の提供時期の変更

及び更新データの提

供について 

有（  /   号） 

無 

令和元年１２月の民

生委員・児童委員一

斉改選に伴い名簿の

氏名及び担当区域を

変更するため、新た

な名簿の提供時期を

２月から８月に変更

すること等の説明。 

障害福祉課長 

６ 防災対策課 

高齢福祉介護課 

障害福祉課 

避難行動要支援制度

研修会の開催につい

て 

有（  /   号） 

無 

避難行動要支援者制

度研修会の開催周知

と、実施内容につい

て、まちぢから協議

会委員の皆さまにご

意見をうかがうこと

の説明。 

障害福祉課長 

７ 防災対策課 令和元年度第２回防

災リーダー養成研修

会の開催について 

有（12 /15号） 

無 

令和２年１月から２

月にかけて開催を予

定している防災リー

ダー研修会につい

て、自主防災組織会

長からの推薦に加

え、一般公募を行う

ことの説明。 

防災対策課長 



８ 防災対策課 茅ヶ崎市地域防災計

画の修正について 

有（11 /1 号） 

無 

茅ヶ崎市地域防災計

画の修正素案がまと

まったことから、修

正概要及び、現在、

実施しているパブリ

ックコメントについ

ての説明。 

防災対策課長 

９ 市民自治推進課 「まちぢから協議会

への効果的な支援の

あり方」に関する意見

交換実施結果の報告

及び今後のスケジュ

ールについて 

有（  /   号） 

無 

８月から１１月にか

けて実施した各地区

との意見交換の報告

と、今後のスケジュ

ール等についての説

明。 

市民自治推進 

課長 

 



案　件　名 応　募　期　間 担当課

1
茅ヶ崎市教育大綱（素
案）

令和元年１０月３１日（木）から
１１月２９日（金）まで

教育政策課

2
茅ヶ崎市地域防災計画
（修正素案）

令和元年１０月３１日（木）から
１１月２９日（金）まで

防災対策課

3
（仮称）「茅ヶ崎市公文
書等管理条例」の考え方
（案）

令和元年１１月２１日（木）から
１２月２０日（金）まで

文書法務課
文化生涯学習課

　　　事務担当　市民自治推進課　協働推進担当

　　　電　　　話　８２－１１１１　内線２４１４・２４１６

　　　　　　　　　　　　

　行政文書等を適正に管理し、保存するた
めのルールとして、「（仮称）茅ヶ崎市公
文書等管理条例」の制定に向けて準備を進
めています。条例の制定により、歴史的に
価値がある文書を未来に引き継ぎ、市民の
皆さんが利用できるようになります。

パブリックコメントの実施を予定している案件について

概　　要

　「地方教育行政の組織及び運営に関する
法律」に基づき、地方公共団体の教育の振
興に関する総合的な施策の大綱の策定が義
務づけられています。
　それを踏まえ、茅ヶ崎市における教育施
策の基本となる考え方を定めるために、
茅ヶ崎市教育大綱の素案をとりまとめまし
た。

　市民の皆さまから広くご意見等を募集するパブリックコメントについて、現在実施をしている案件及び実施を予
定している案件についてお知らせいたします。なお、予定している案件は１１月１３日現在の予定であり、実際の
実施においては、若干、変更になる可能性がございます。

　本市の防災対策をより一層推進するた
め、近年の災害を踏まえ行われた、防災基
本計画の修正、国の報告書やガイドライン
等の策定、防災関係機関の取組等を基に修
正素案をまとめました。

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料１ 

総務部 市民自治推進課 





○案  

 

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

教育推進部 青少年課 

元茅教青第  号 

令和元年１２月  日 

 自治会長 様 

 

茅ヶ崎市教育委員会青少年課長 

 

「第 37 回茅ヶ崎市青少年育成のつどい」開催チラシの回覧について（依頼） 

 

寒冷の候、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日ごろより当市の青少年行政に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、当市では、地域の行ける青少年の自発的な活動とその育成活動を

推進するために青少年指導員を委嘱し、青少年の健全な育成を図っており

ます。 

また、青少年指導員は市内１９小学校区の地域を拠点として活動してお

り、地域に根ざした活動を目指しております。 

 このたび、青少年健全育成活動の一環として、茅ヶ崎市青少年指導員連

絡協議会が中心となり、別添のチラシのとおり「第３７回茅ヶ崎市青少年

育成のつどい 青少年指導員まつり」を開催することとなりました。 

つきましては、各自治会で別添チラシ回覧のご協力をお願い申し上げま

す。回覧担当者様には１２月１５日号の広報ちがさきと合わせて回覧して

いただけるよう、１２月２日以降に回覧部数のチラシを郵送させていただ

きます。 

 自治会長様におかれましても、別紙チラシの回覧のお願いにつきまして、

ご承知おきくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

                   事務担当 教育委員会青少年課 諸坂 

                                      電  話  82-1111 内線 3351 



 

 

空調工事に伴う分庁舎コミュニティホールの予約停止について 

 

分庁舎空調設備リニューアル工事（予定）の実施に伴い、コミュニティホールの予約を

次の期間のうち一定期間停止します。 

 

○工事期間：令和 2年 4月 1日（水）から令和 3年 1月 31日（日）まで（予定） 

○閉館施設：分庁舎 6階集会室 1・2及び 5階 A・B・C会議室 

 

１ 工事について 

 分庁舎は建設から２７年が経過しており、空調設備にたびたび不具合が発生しています。

そのため、空調設備の更新を行います。工事は、各階の利用状況をふまえながら、基本的

にはフロアごとに実施していく予定です。 

工事のスケジュールは令和２年１月末頃に決定する見込みです。コミュニティホールは

利用者が多く、令和２年の夏までに優先的に工事を実施すべき個所と考えています。その

ため、早期に工事が実施できるよう４月以降の予約を停止するものです。 

なお、コミュニティホール部分の工事期間については、およそ１か月を予定しています。 

 

２ 予約の再開について 

工事のスケジュールが確定しだい、予約の再開についてホームページを中心に周知して

まいります。 

 

6階集会室 1・2              5階Ａ・Ｂ会議室 

   

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

財務部 用地管財課 



（案） 
 

 

令和元年  月  日 

 

令和元年度  自治会長 各位  

 

 

                    茅ヶ崎市福祉部福祉政策課長 

   

 

一斉改選に係る民生委員・児童委員の委嘱について（報告） 

 

 寒冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、本市の福祉行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、民生委員・児童委員の一斉改選にあたり、貴自治会よりご推薦をいただきました候 

補者につきまして、茅ヶ崎市・神奈川県・国（厚生労働省）の審議を経て、令和元年１２月 

１日付けで正式に民生委員・児童委員として委嘱されることが決定されましたことをご報告 

いたします。 

 この度は、ご多忙の中、民生委員・児童委員の候補者をご選出いただきましたことに改め 

て御礼申し上げますとともに、今後とも地域福祉の推進にご理解、ご協力を賜りますようよ 

ろしくお願い申し上げます。 

  

  ※別添のとおり、令和元年１２月１日付で民生委員・児童委員として委嘱される方には、

同様のお知らせと委嘱式等の開催について、通知を送付しております。 

   また、令和元年１１月３０日付で民生委員・児童委員を退任される委員には、退任式 

 の開催について、通知を送付しております。 

 

 

 

 
事務担当：茅ヶ崎市 

福祉部福祉政策課福祉政策担当 鈴木・坂蒔・中村 

電話 0467-82-1111（内 3221～3223） 

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料４ 

福祉部 福祉政策課 



区域担当 ◆ ◆ ◆ ◆

茅ヶ崎 茅ヶ崎南 南湖 海岸 鶴嶺東 鶴嶺西 湘南 松林 湘北 小和田 松浪 浜須賀 小出 計

24 19 13 28 30 20 22 28 34 18 28 20 18 302

22 19 13 27 30 20 21 28 26 18 24 18 15 281
新任 6 7 1 11 11 8 3 6 12 4 9 6 4 88

再任 16 12 12 16 19 12 18 22 14 14 15 12 11 193

2 0 0 1 0 0 1 0 8 0 4 2 3 21

主任児童委員

茅ヶ崎 茅ヶ崎南 南湖 海岸 鶴嶺東 鶴嶺西 湘南 松林 湘北 小和田 松浪 浜須賀 小出 計

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 25
新任 2 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 12

再任 0 2 2 2 0 2 1 1 0 0 2 1 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

◆定数については、令和元年度一斉改選より、区域担当を４名増員します。

　・　総数：３２４名→３２８名 新任 再任

　・　定数は県条例で規定されます。 302 281 88 193 21

　　 (10月21日公布・12月1日施行予定） 26 25 12 13 1

328 306 100 206 22

93.3%

欠員数
（A-B）

全　　体

欠員

内申数

内申数
（B）

主任児童委員

区域担当

定数
（A)

充足率（B/A）

令和元年度　民生委員等の状況(11月1日現在）

定数

欠員

内申数

定数

合計



 

 

 

                              令和元年１１月  日 

 

 ●●自治会長 様 

 

                               防災対策課長 

                               障害福祉課長 

                               高齢福祉介護課長 

 

 

   避難行動要支援者名簿の提供時期の変更及び更新データの提供について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より本市の市政運営につきまして、格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

さて、本年１２月の民生委員・児童委員の改選にともない、避難行動要支援者名簿に

ついて、民生委員・児童委員の氏名及び担当区域の変更に対応するため、名簿の提供時

期を次のとおり変更させていただきます。 

また、名簿の登録状況につきまして、更新データ（「削除リスト」及び「新規登録者

台帳」）を配付いたしますので、裏面の手順にしたがってお手持ちの名簿の加除等をお

願いいたします。 

ご不便・お手数をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 

 ①名簿の提供時期について 

   民生委員・児童委員の改選にともない、委員氏名及び担当区域の変更に対応する 

ため、名簿の提供時期を次のとおり変更します。 

 

        【変更前】                           【変更後】 

 

 

 

 

（裏面へ続く） 

令和２年２月 

（１２月２日現在）の情報 

令和２年８月 

（６月１日現在）の情報 

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料５ 

市民安全部 防災対策課 

福祉部 障害福祉課 

福祉部 高齢福祉介護課 



  ②更新データの取り扱いについて 

（１）削除リスト（別紙）の配付について 

  令和元年１０月２日現在、転出、死亡、施設入所、入院、平常時の情報提供に同意

しない等の理由により、平常時の情報提供の対象外になった方について、削除リスト

を配付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）新規登録者台帳（別紙）の配付について 

    前回の名簿提供以降、新たに情報提供に同意し、令和元年１０月１０日までに名簿 

登録が完了した方について、登録者の台帳を配付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当：福祉部 高齢福祉介護課・障害福祉課 

電  話：８２－１１１１ 内線３２１１（障害福祉課） 

内線２１２２（高齢福祉介護課） 

【手順】 

お手数をお掛けいたしますが、現在お持ちの「登録台帳」「一覧表」「地図」に 

「×印」を記入するなどして、ご対応をお願いします。また、削除リストは、

青いファイルに綴って保管をお願いします。 

２ 

１ 
台帳 

【手順】 

お手数をお掛けいたしますが、現在お持ちの青いファイルに「新規登録台帳」

の追加をお願いします。 

 ※一覧表及び地図の追加はございません。 

 

 

 

○
○
自
治
会 

一覧表 地図 

 



 

 

 

 

 

 

令和２年１月  日 

 
 各自治会長 様 
  

                                      茅ヶ崎市防 災 対 策 課 長  
茅ヶ崎市障 害 福 祉 課 長  
茅ヶ崎市高齢福祉介護課長  

 

 

避難行動要支援者支援制度研修会の開催について（お知らせ） 
 

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
日頃より本市の市政運営につきまして、格別の御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

本市では、災害が発生した時に自ら避難することが困難な方々を支援するために平成２９
年度より「避難行動要支援者支援制度」の取り組みを開始し、同年８月より、自治会をはじ
め、民生委員・児童委員、自主防災組織等のみなさまに「避難行動要支援者名簿」を配付さ
せていただき、平常時から地域での助け合いの力を高めていただいております。 

この度、次のとおり、研修会を開催いたします。つきましては、お忙しいところ恐縮です
が、避難支援等関係者の皆様の御出席に御協力をお願いいたします。 

なお、会場の都合により、各自治会２～３名程度の御出席でお願いいたします。 

 

※本通知は、自治会長、自主防災組織（自治会長と兼任でない場合のみ）、民生委員・児童 

委員、地域包括支援センターの皆様に送付しております。 

 

１ 日時 

【第１回】 令和２年２月１日（土） ９時３０分～１１時３０分 

【第２回】 令和２年２月３日（月） １４時  ～１６時 

※内容は各回とも同様です。いずれかの回への御参加をお願いします。 
出席につきまして、別紙「出席確認票」を①ＦＡＸ、②郵送、③電話のいずれかの方 
法で、１月２４日(金)１７時までに御回答ください。 

 

２ 場所 

  【第１回】 茅ヶ崎市役所本庁舎４階 会議室１～５ 
  【第２回】 茅ヶ崎市役所分庁舎６階 コミュニティホール 

 

３ 対象 

  自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等の避難支援等関係者 

 

４ 内容（予定） 

  ・個人情報の取り扱いについて  

・地域における平常時の名簿を活用した取組みに関する事例紹介 ほか 

 

 

 （裏面につづく） 

本通知の発送は、 

令和２年１月以降となります。 

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料６ 

市民安全部 防災対策課 

福祉部 障害福祉課 

福祉部 高齢福祉介護課 



５ その他 

  バイク・自転車でお越しの方は、市役所分庁舎東側に駐輪してください。 

  車でお越しの方は、第１駐車場（市営駐車場）、第２駐車場（市役所駐車場）、第３駐

車場（総合体育館）、第４駐車場（市民文化会館）を御利用ください。また、駐車料金の
減免手続きをしますので、駐車券を説明会会場までお持ちください。 

 

 

《会場案内図》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当：市民安全部 防災対策課、福祉部 高齢福祉介護課・障害福祉課 

電  話：８２－１１１１ 内線１４６１（防災対策課） 

内線３２１１（障害福祉課） 

内線２１２２（高齢福祉介護課） 

ＦＡＸ ：８２－１４３５（高齢福祉介護課） 



























 

 

 

「まちぢから協議会への効果的な支援のあり方」に関する 

意見交換実施結果の報告及び今後のスケジュールについて 

 

平成２８年４月に条例が施行され、本格稼働した新たな地域コミュニティの取組みに

ついて、条例施行後３年が経過し、人的支援・財政的支援など、より実態に合った効果

的な支援のあり方になるようコミュニティ事業の検討・検証を行っているところです。 

まちぢから協議会連絡会７月定例会において、ご依頼した後、まちぢから協議会が設

立されている全１２地区への意見交換を実施し、地域活動の中心的な役割を担い、実行

していただいている各地区の皆様から貴重なご意見をいただくことができました。 

（主な意見等については、別紙資料「取りまとめシート」のとおり） 

 

今後のスケジュール等について 

◎１２月以降 

各地区まちぢから協議会に対し、再度、意見交換を実施したいと思っております。 

財政的支援のあり方については、これまで地域担当職員より運用に関する助言を行

っていましたが、補助金の交付に関する手続きや考え方、補助金対象経費を明確化す

るために（仮称）「まちぢから協議会への財政的支援の手引き（素案）」を作成します。   

本手引き（素案）をお示ししながら、意見交換を実施し、補助金の概要を改めてご

理解いただくとともに、補助金を活用したさらなる地域活動の推進の一助となるよう

な手引きの作成に関してご意見をいただきますようお願いします。 

・実施方法について 

 対象：各地区まちぢから協議会の役員等（組織の中心的な役割を担っている方々） 

 時間：１時間～最大２時間程度 

※ 前回の意見交換では、役員会等の前段でご準備をいただきましたが、まち

ぢから協議会のあり方に関する議事内容が多岐にわたるため、大幅な時間延

長となってしまいました。 

そのことを踏まえ、今回の意見交換は、別日程での開催を希望、調整をさ

せていただきます。 

 場所：各地区まちぢから協議会拠点施設 

 

◎令和２年３月まで 

  昨年度から実施してきた全国先進都市へのアンケート等による資料結果や各地区 

との意見交換内容を踏まえ、（仮称）「新たな地域コミュニティ制度及びまちぢから協 

議会への効果的な支援のあり方に関する検証（素案）」をまとめ、検証結果を報告し 

ます。 

 検証結果に基づき、必要な要綱・要領等の体系を整理します。 

令和元年１１月１３日 

まちぢから協議会連絡会 資料９ 

総務部 市民自治推進課 



「まちぢから協議会への効果的な支援のあり方」についての意見交換
各地区意見取りまとめシート

①人的支援について

【主な意見】

・人的支援は今後も必要

・地区専任の職員を常駐させてほしい（要望と、当初そういった説明だったはず、という意見を含む）

・一方で、本来はもっと地域の事務は地域がやるべきであるとも感じている

・支援する地域担当職員には様々な情報提供、気づきを与えて欲しい（現状に満足している、満足していないを含む）

・１人１地区担当の職員配置を望む

・現在の人的支援体制で問題ない

【その他】

・特に会計事務は専門性が求められるので、会計事務を担う人的支援を望む

・専属の職員配置を検討するなら、公民館との連携を図り、横の繋がりをもって人的配置する必要がある

・全国的に働き方の見直しがなされている中、地域担当職員が夜間や休日勤務に対応している現状は時代に合っていない

・市OBに住民としてもっと地域活動に参加してほしい

・拠点配備職員と地区防災部会が平常時より緊密に連携できればよい

・（現状の人的支援）資料提供、印刷、議事録　→　（将来の理想の人的支援）アドバイザー

②事務局機能について

【主な意見】

・地域活動において、活動拠点（事務局）の設置は必要

・物理的に事務局を設置出来る場所がない

・コミセンに事務局機能を持たせるなら、コミセン業務の一つであるとの明確な位置づけが必要

・コミセンとまちぢから協議会の協力は必要（現在協力体制にある、将来的に協力してもらいたいと思っているを含む）

・既にコミセンスタッフには簡単なまちぢ業務を担ってもらっている（頼みやすさに差はあり）

・コミセンのスタッフはまちぢから協議会への理解度が低い

・コミセンに事務局を設置するなら、それなりの予算措置を望む（スタッフ・事務局長への人件費、施設の改築等）

【その他】

・事務局機能の構築には行政の積極的介入が必須

・コミセンスタッフと、まちぢ役員を兼ねている人材がいるおかげで、まちぢの事務ができている

・まちぢの業務はボランティア、一方コミセンの業務は雇用によって賃金が発生している。ここをどう整理するか

・事務局はコミセンにあるべきとの考えは理解できるが、物理的問題がある場合は近隣公共施設も視野に入れてもよいのでは

・コミセン連絡会、まちぢ定例会の関係性、開催頻度のあり方を見直す必要もある。会議出席への負担感も検討すべき

・まちぢから協議会、コミセン管理運営委員会が共存することで良い関係性を築いており、現状のままで問題ない

別紙資料 

1



③財政的支援について

【主な意見】

・運営費の運用を検討してほしい（申請方法、振込時期、使途の解釈、使途の拡大を含む）

・運営費の２５万円は少ない

・特定事業の提案手続き、審査が煩雑。簡略化してほしい

・特定事業のメニューに疑問がある（提案済みの案件と、市が提示しているメニューの双方を含む）

・運営費の２５万円で足りている

・自主財源の取り扱い、地域に還元できるようにしてほしい

【その他】

・価格に大きな変動がなく、毎年特定事業で継続提案しているもの（広報紙発行活動など）は当初より運営費に上乗せしてほしい

・活動の活発さにより、運営費に差をつけてほしい→活動が活発だと事務も多く、繁雑なため、事務局員への手当てに充ててあげたい

・特定事業で業者委託があるときに、地区内の業者を優先させてほしい

・特定事業で継続提案しているものの経常費（PCのランニングコスト、物品の維持管理代など）に対する保証がほしい

・活動を実施する中で、当初の特定事業の申請額を超えた場合、２００万の枠内であれば使用できる仕組みにしてほしい

④その他

【主な意見】

・まちぢから協議会として何をすべきか、何を目指しているのか明確にする必要がある。

・まちぢの認知度が低い。活動を活発にするためにも、各種団体、一般市民、職員等に対し認知度を上げる周知・啓発が必要

・どの団体も担い手が不足している。

・まちぢの取組が市の計画（都市計画等）に反映できる仕組みをつくってもらいたい
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避難者の状況（災害対策地区防災拠点（避難所））
令和元年11月13日時点

避難所避難者
（人）

1 茅ヶ崎小学校 335
2 鶴嶺小学校 710
3 松林小学校 39
4 西浜小学校 264
5 小出小学校 219
6 松浪小学校 87
7 梅田小学校 164
8 香川小学校 395
9 浜須賀小学校 16
10 鶴が台小学校 214
11 柳島小学校 166
12 小和田小学校 79
13 円蔵小学校 131
14 今宿小学校 499
15 室田小学校 382
16 東海岸小学校 33
17 浜之郷小学校 211
18 緑が浜小学校 49
19 汐見台小学校 5
20 第一中学校 12
21 鶴嶺中学校 581
22 松林中学校 164
23 西浜中学校 454
24 松浪中学校 45
25 梅田中学校 170
26 鶴が台中学校 104
27 浜須賀中学校 40
28 北陽中学校 109
29 中島中学校 405
30 円蔵中学校 266
31 赤羽根中学校 32
32 萩園中学校 867

7,247

指定避難所名

合　計



避難者の状況（２次避難所）
避難所避難者

（人）

1 茅ケ崎西浜高校 96
2 鶴嶺高校 15
3 株式会社アルバック 977
4

アルバックテクノ
株式会社 57

1,145

避難所避難者
（人）

1 ハマミーナ 348
2 山治ビル 20

368

避難者数　合計　8,760人

合　計

合　計

その他の避難施設

指定避難所名







環境指導員 令和２年度からの変更点 

 
令和元年度まで 令和２年度以降 

位置づけ 

「茅ヶ崎市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理

等に関する条例」に基づ

き非常勤嘱託員として 

市長が委嘱 

「茅ヶ崎市廃棄物の減量

化、資源化及び適正処理

等に関する条例」に基づ

き肩書として 

市長が委嘱 

報酬 

「茅ヶ崎市非常勤嘱託員

等の報酬及び費用弁償に

関する条例」に基づき非

常勤嘱託員（特別職）と

して年度末に１人 28,000

円をお支払い 

無報酬 

人数 

環境指導員選出の基準に

準じる 

人数制限なし 

 

環境事業センター 資料① 



 
環境事業センター 資料② 

○茅ヶ崎市ごみ及び資源物の集積場所に係る維持管理手数料交付要綱（素案） 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、ごみ及び資源物の集積場所に係る維持・管理手数料の交付に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（業務） 

第 2 条 自治会は次に掲げるごみ及び資源物の集積場所の維持管理等に関する業務を行う

ものとする。 

(1) ごみ及び資源物の集積場所でのごみの分け方及び出し方の助言等 

(2) ごみ及び資源物の集積場所の管理等に関する助言等 

(3) その他ごみ及び資源物の集積場所の維持・管理等に関して必要な事項 

(手数料) 

第 3条 市長は、自治会に対し、ごみ及び資源物集積場所に係る手数料(以下「手数料」と

いう。)を支払うものとする。 

(手数料の額) 

第 4 条 手数料の額は次の各号に掲げる自治会の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる

額とする。 

（1）自治会(次号に掲げるものを除く)区域において 600 世帯までにあっては 56,000 円と

し、600世帯を超える場合にあってはさらに 300世帯を超えるごとに 28,000円を加えて

得た額。 

(2)別表に掲げる自治会区域において 600 世帯までにあっては 28,000 円とし、600 世帯を

超える場合にあってはさらに 600世帯を超えるごとに 28,000円を加えて得た額。 

 (手数料の請求) 

第 5条 手数料の請求をしようとする者（以下「請求者」という。）は次に掲げる書類を市

長が別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。 

(1)請求書(第 1号様式) 

(2)業務完了報告書(第 2号様式) 

(3)その他市長が必要と認める書類 

(手数料の支払) 

第 6 条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から 1 月以

内に手数料を支払うものとする。 

 (届出事項) 

第 7 条 自治会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに書面により市長に

届け出なければならない。 

(1) 自治会の名称又は代表者に変更があったとき。 

(2) 自治会が解散したとき。 

(3) その他市長が必要があると認めるとき。 

(補則) 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、手数料の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 



自治会加入世帯数 76,057

市内世帯数 100,278

比率 1.32 の場合

①×1.32

自治会 加入世帯数① 区域内推定世帯数 手数料額(円)

Ａ自治会 400 528 56,000

Ｂ自治会 460 607 56,000

Ｃ自治会 700 924 84,000

Ｄ自治会 930 1228 112,000

Ｅ自治会
（集合住宅） 400 528 28,000

Ｆ自治会
（集合住宅） 950 1254 56,000

※第４条における各自治会区域内の世帯数の算出方法イメージ
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